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ろ
介

護

弘
前
市
大
字
樹
木
一
丁

目
六
の
五

平
成

��･

�･

�

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

宮
城
県
仙
台

市
宮
城
野
区

榴
岡
二
丁
目

四
の
一
九

変
更
後

株
式
会
社

サ
ン
メ
デ

ィ
ッ
ク
ス

宮
城
県
仙
台

市
青
葉
区
広

瀬
町
三
の
四

三

福
祉
用
具

貸
与

シ
ル
バ
ー

レ
ン
タ
ル

サ
ー
ビ
ス

八
戸
市
大
字

河
原
木
字
八

太
郎
山
一
〇

の
四
八
九

平
成

��･

�･

��

変
更
前

宮
城
県
仙
台

市
宮
城
野
区

榴
岡
二
丁
目

四
の
一
九

変
更
後

〃

宮
城
県
仙
台

市
青
葉
区
広

瀬
町
三
の
四

三

〃

シ
ル
バ
ー

レ
ン
タ
ル

サ
ー
ビ
ス

と
わ
だ

十
和
田
市
大

字
相
坂
字
高

清
水
七
八
の

八
六
九

〃

� �



� �

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
三
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
を
変
更
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
四
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
居
宅
介
護
支
援
事
業

所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
五
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
を
変
更
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

介
護
予
防

事
業
の
種

類

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

宮
城
県
仙
台

市
宮
城
野
区

榴
岡
二
丁
目

四
の
一
九

変
更
後

株
式
会
社

サ
ン
メ
デ

ィ
ッ
ク
ス

宮
城
県
仙
台

市
青
葉
区
広

瀬
町
三
の
四

三

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

シ
ル
バ
ー

レ
ン
タ
ル

サ
ー
ビ
ス

八
戸
市
大
字

河
原
木
字
八

太
郎
山
一
〇

の
四
八
九

平
成

��

･

�･

��

変
更
前

宮
城
県
仙
台

市
宮
城
野
区

榴
岡
二
丁
目

四
の
一
九

変
更
後

〃

宮
城
県
仙
台

市
青
葉
区
広

瀬
町
三
の
四

三

〃

シ
ル
バ
ー

レ
ン
タ
ル

サ
ー
ビ
ス

と
わ
だ

十
和
田
市
大

字
相
坂
字
高

清
水
七
八
の

八
六
九

〃

居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

え
ん
ぶ
り
物
語

在
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー

変
更
後

社
会
福
祉
法

人
杏
林
会

八
戸
市
小
中
野

一
丁
目
一
の
一

四

え
ん
ぶ
り
物
語

居
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー

八
戸
市
大
字
河

原
木
字
見
立
山

六
の
二
〇
九

平
成

��･

�･

�

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
者

特
定
福
祉
用
具
販
売
事
業
所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

宮
城
県
仙
台
市

宮
城
野
区
榴
岡

二
丁
目
四
の
一

九

変
更
後

株
式
会
社
サ

ン
メ
デ
ィ
ッ

ク
ス

宮
城
県
仙
台
市

青
葉
区
広
瀬
町

三
の
四
三

シ
ル
バ
ー
レ
ン

タ
ル
サ
ー
ビ
ス

八
戸
市
大
字
河

原
木
字
八
太
郎

山
一
〇
の
四
八

九

平
成

��･

�･

��

変
更
前

宮
城
県
仙
台
市

宮
城
野
区
榴
岡

二
丁
目
四
の
一

九

変
更
後

〃

宮
城
県
仙
台
市

青
葉
区
広
瀬
町

三
の
四
三

シ
ル
バ
ー
レ
ン

タ
ル
サ
ー
ビ
ス

と
わ
だ

十
和
田
市
大
字

相
坂
字
高
清
水

七
八
の
八
六
九

〃

� �



� �

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
六
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
所
在
地
を
変
更
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
七
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

自
立
支
援
医
療
機
関

(

育
成
医
療
及
び
更
生
医
療)

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十

九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
八
号

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
六
十
二
年

三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号)

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号

児
童
福
祉
法

(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
二
十
四
条
の
十
四
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
知
的
障
害
児
施
設
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
の
十
八
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。
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特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

事

業

者

特
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
販
売

事

業

所

区

分

名

称

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

宮
城
県
仙
台
市

宮
城
野
区
榴
岡

二
丁
目
四
の
一

九

変
更
後

株
式
会
社
サ

ン
メ
デ
ィ
ッ

ク
ス

宮
城
県
仙
台
市

青
葉
区
広
瀬
町

三
の
四
三

シ
ル
バ
ー
レ
ン

タ
ル
サ
ー
ビ
ス

八
戸
市
大
字
河

原
木
字
八
太
郎

山
一
〇
の
四
八

九

平
成

��･

�･

��

変
更
前

宮
城
県
仙
台
市

宮
城
野
区
榴
岡

二
丁
目
四
の
一

九

変
更
後

〃

宮
城
県
仙
台
市

青
葉
区
広
瀬
町

三
の
四
三

シ
ル
バ
ー
レ
ン

タ
ル
サ
ー
ビ
ス

と
わ
だ

十
和
田
市
大
字

相
坂
字
高
清
水

七
八
の
八
六
九

〃

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

八
戸
南
薬
局

た
む
ら
薬
局
浜
通

り
店

い
ろ
は
薬
局

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
横
町
四
七

八
戸
市
白
銀
三
丁
目
六
の
一
四

八
戸
市
新
井
田
西
二
丁
目
七
の
一
四

平
成
��･

�･

�

〃〃

勤

務

す

る

病

院

等

氏

名

名

称

所

在

地

診
療
科
目

指
定
年
月
日

小
倉
雄
太

独
立
行
政
法
人

労
働
者
健
康
福

祉
機
構

青
森
労
災
病
院

八
戸
市
大
字
白
銀
町
字

南
ケ
丘
一

外
科

(

直
腸
機

能
障
害)

平
成
��･

�･

�

成
田
淳
一

〃

〃

〃

〃

櫻
庭
弘
康

公
立
七
戸
病
院

上
北
郡
七
戸
町
字
影
津

内
九
八
の
一

消
化
器
外
科

(

ぼ
う
こ
う
、

直
腸
、
小
腸
機

能
障
害)

〃

� �



� �

平
成
二
十
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
号

児
童
福
祉
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
知
的
障
害
児
施
設
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
四
条
の
十
八
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号

青
森
県
県
営
林
の
立
木
及
び
素
材
売
払
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
県
営
林
の
立
木
及
び
素
材
売
払
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
県
営
林
の
立
木
及
び
素
材
売
払
規
程

(

昭
和
三
十
八
年
四
月
青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
六

号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
号
様
式
の
第
九
条
中｢年

３
.
４
パ
ー
セ
ン
ト
｣

を｢年
３
.
７
パ
ー
セ
ン
ト
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
告
示
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
六

年
十
月
一
日
免
許
し
た
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
つ
い
て
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
年
四
月
八
日
次
の
と
お
り
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
の
認
可
を
し
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
免
許
等
の
関
係
図
書
の
写
し
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
横
浜
町
役
場
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
さ
れ
る
。

平
成
二
十
年
四
月
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

上
北
郡
横
浜
町
字
寺
下
三
五

横
浜
町

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

上
北
郡
横
浜
町
字
寺
下
三
五

横
浜
町
長

野
坂

充

二

埋
立
区
域

１

位
置

上
北
郡
横
浜
町
字
家
ノ
前
川
目
三
一
の
一
、
三
一
の
五
三
及
び
一
五
九
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
一
月
十
日
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第

十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
各
地
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
⑤
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で

結
ん
だ
線
及
び
①
の
地
点
と
⑤
の
地
点
と
を
直
線
で
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
三
六
八
六
・
二
二
〇

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

三
五
〇
六
八
・
二
二
四

②
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
三
六
八
六
・
三
七
八

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

三
五
〇
六
七
・
〇
六
〇
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名

称

設

置

の

場

所

指
定
辞
退

年

月

日

八
戸
市
立
う
み
ね

こ
学
園

八
戸
市
大
字
松
館
字
水
野
平
二
〇
の
五

平
成
��･

�･

��

名

称

設

置

の

場

所

指
定
年
月
日

う
み
ね
こ
学
園

八
戸
市
大
字
松
館
字
水
野
平
二
〇
の
五

平
成
��･

�･

�

� �



� �

③
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
三
七
四
五
・
二
五
七

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

三
五
〇
七
五
・
〇
五
八

④
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
三
七
四
〇
・
五
三
五

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

三
五
一
〇
九
・
八
一
九

⑤
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
三
七
一
〇
・
四
七
七

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

三
五
〇
八
八
・
二
〇
〇

３

面
積

一
、
一
一
五
・
一
五
平
方
メ
ー
ト
ル

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
一
号

平
成
八
年
十
月
四
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
八
号

(

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る

こ
と
の
で
き
る
施
設
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

正

誤

平
成
二
十
年
四
月
十
六
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

川

村

能

人

表
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

水

産

振

興

課

青 森 県 報������	
�� �� 第2921号�� �

弘
前
市
千
年
交
流
セ
ン
タ
ー

〃

大
字
原
ヶ
平
五
丁
目
一
の
一
三

弘
前
市
北
辰
学
区
高
杉
ふ
れ
あ
い
セ

ン
タ
ー

弘
前
市
千
年
交
流
セ
ン
タ
ー

〃

大
字
独
狐
字
山
辺
七
二
の
一

〃

大
字
原
ヶ
平
五
丁
目
一
の
一
三

平
成
��･

�･

��

第
二
三
〇
二
号

発
行
年
月
日

発
行
番
号

告

示

区

分

第
一
七
五
号

番

号

�

ペ
ー
ジ

上 段

表
中 行

大
字
長
後
字
福
浦
の
区
域

大
字
長
後
字
牛
滝
の
区
域

誤

大
字
長
後
字
福
浦
、
字
福
浦
川
目
及

び
字
沼
の
平
の
区
域

大
字
長
後
字
牛
滝
、
字
牛
滝
川
目
、

字
牛
滝
屋
敷
裏
及
び
字
細
間
の
区
域

正
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(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


